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i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

※
く
わ
し
く
は
児
童
家
庭
課（
1
20
‐

１
５
３
８
）へ
。

健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て

５
月
５
日
か
ら
児
童
福
祉
週
間

５
月
５
日
か
ら
一
週
間
は
児
童
福
祉

週
間
で
す
。

市
で
は
、
子
育
て
に
関
す
る
み
な
さ

ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
に
応こ

た

え
よ
う

と
、
保
育
園
や
児
童
ホ
ー
ム
・
旧
保
健

セ
ン
タ
ー
の
開
放
、
子
育
て
ひ
ろ
ば
の

開
設
な
ど
を
行
い
、
子
育
て
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

子
育
て
に
つ
い
て
の
相
談
も
お
受
け

し
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

【
主
な
相
談
窓
口
】

不
安
な
こ
と
や
心
配
な
こ
と
は
一
人

で
抱
え
込
ま
ず
に
、
ま
ず
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

〇

地
域
で
の
相
談
窓

口
と
問
い
合
わ
せ

先
…
主
任
児
童
委

員
・
児
童
委
員

（
厚
生
課
・
1
20
‐

１
５
３
６
）、
母
子

福
祉
推
進
員（
児
童

家
庭
課
・
1
20
‐

１
５
３
８
）、地
区

保
健
推
進
員（
健
康

管
理
課
・
1
27
‐

１
１
１
１
）な
ど

〇

市
役
所
内
相
談
窓

口
…
家
庭
児
童
相

談
室（
児
童
家
庭
課

内
1
20
‐
１
５
３

平成15年度「児童福祉週間」標語

みんなでささえる　小さな命
みんなで育てる　大きな未来

千葉県中央児童相談所の相談員
が市役所で「子ども相談」を行いま
す。気軽にご相談ください。
日時＝5月9日（金）午前10時～午
後3時
会場＝市役所3階第二応接室・2階
202会議室
相談内容＝しつけ、言葉、知的障
害児、身体の不自由な子ども、
養護、非行、不登校、いじめな
ど
※申し込みなどくわしくは県中央
児童相談所（1043-253-4101）へ。

子　ど　も　相　談

しつけや不登校の
ことなど
ご相談ください

農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
も

産
業
廃
棄
物
で
す

農
業
用
廃
材
の
処
理

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
で
不
用
に
な

っ
た
、
使
用
済
み
の
農
業
用
ビ
ニ
ー
ル

資
材
は
産
業
廃
棄
物
で
す
。
こ
れ
ら
を

野
焼
き
・
不
法
投
棄
す
る
こ
と
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

成
田
市
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対

策
協
議
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
に
困

っ
て
い
る
農
家
の
委
託
を
受
け
て
、
廃

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
す
る

た
め
に
、
毎
年
２
回
程
度
の
回
収
を
行

っ
て
い
ま
す
。

回
収
を
希
望
す
る
農
家
や
処
分
に
困

っ
て
い
る
農
家
は
、
事
前
に
登
録
（
委

託
）
申
し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
登
録
申
込
書
の
請
求
は
Ｊ
Ａ
成
田

市
営
農
課
園
芸（
1
36
‐
１
５
４
１
）

ま
た
は
農
政
課（
1
20
‐
１
５
４
１
）

へ
。

な
お
、
委
託
す
る
と
き
に
は
リ
サ
イ

ク
ル
に
適
し
た
荷
造
り
ル
ー
ル
を
き
ち

ん
と
守
り
ま
し
ょ
う
。

●
回
収
対
象
＝
農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
、

農
業
用
廃
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
、
肥
料
袋
、

梨
用
防
災
網（
育
苗
箱
・
保
温
マ
ッ

ト
・
あ
ぜ
シ
ー
ト
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

な
ど
は
回
収
対
象
外
で
す
）

●
回
収
時
期
＝
８
月
・
12
月（
予
定
）

●
回
収
費
用
＝
１
㎏
当
た
り
10
円（
一

部
無
料
回
収
方
式
も
あ
り
）

一
人
で
悩
ま
な
い
で

「
移
動
暴
力
相
談
所
」

（
財
）千
葉
県
暴
力
団
追
放
県
民
会
議

事
務
局
で
は
、「
移
動
暴
力
相
談
所
」
を

開
設
し
ま
す
。

●
開
設
日
時
＝
５
月
14
日（
水
）
午
前
10

時
〜
午
後
４
時

●
会
場
＝
印
旛
合
同
庁
舎
会
議
室（
佐

倉
市
）

※
く
わ
し
く
は
同
事
務
局（

０
１
２

０
‐
０
８
９
３
５
４
）へ
。

８
）、市
民
相
談
所（
1
20
‐
１
５
０

７
）、教
育
指
導
課（
1
20
‐
１
５
８

２
）、
こ
ど
も
１
１
０
番（
1
23
‐
５

１
１
０
）

〇

そ
の
ほ
か
の
相
談
窓
口
…
千
葉
県
中

央
児
童
相
談
所（
1
０
４
３
‐
２
５

３
‐
４
１
０
１
）、子
ど
も
・
家
庭
１

１
０
番（
1
０
４
３
‐
２
５
２
‐
１

１
５
２
）、成
田
警
察
署
生
活
安
全
課

（
1
27
‐
０
１
１
０
内
線
２
６
０
）
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気
軽
に
要
望
や

意
見
な
ど
を

春
季
行
政
相
談

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐

１
５
３
１
）へ
。

５
月
23
日
か
ら
10
区
画
の

受
け
付
け
を
開
始

い
ず
み
聖
地
公
園
の
「
返
還
」
墓
地

緑豊かないずみ聖地公園

市
で
は
、
い
ず
み
聖
地
公
園
で
返
還

さ
れ
た
墓
地
10
区
画
に
つ
い
て
、
５
月

23
日（
金
）か
ら
申
し
込
み
の
受
け
付
け

を
行
い
ま
す
。
な
お
、
期
間
内
の
申
し

込
み
が
募
集
区
画
数
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
に
な
り
ま
す
。

●
申
し
込
み
が
で
き
る
人
＝
住
民
基
本

台
帳
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
に
登

録
さ
れ
、
５
月
１
日
現
在
市
内
に
１

年
以
上
住
ん
で
い
て
、
親
族
の
焼
骨

と
埋
葬
許
可
証
を
持
っ
て
い
る
人

●
申
し
込
み
場
所
＝
い
ず
み
聖
地
公
園

管
理
事
務
所（
東
和
泉
６
５
５
・
1

36
‐
２
２
９
２
）

●
申
し
込
み
方
法
＝
管
理
事
務
所
に
備

え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い

て
同
事
務
所
へ

●
申
込
期
間
＝
５
月
23
日（
金
）〜
25
日

（
日
）ま
で
の
３
日
間
・
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
（
25
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

●
申
込
時
に
必
要
な
も
の
＝
印
鑑
と
埋

葬
許
可
証

●
募
集
区
画
数
＝
４
㎡
芝
生
墓
地
８
区

画
と
６
㎡
普
通
墓
地
２
区
画

●
区
画
の
決
定
＝
募
集
区
画
数
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
。
抽
選
後
、
書
類
審

査
を
行
い
、
定
め
ら
れ
た
区
画
番
号

順
に
使
用
区
画
を
決
定

●
抽
選
日
と
会
場
＝
５
月
25
日（
日
）
午

後
３
時
30
分
か
ら
・
い
ず
み
聖
地
公

園
管
理
事
務
所

●
料
金
の
区
分
＝
墓
地
の
使
用
に
あ
た

っ
て
は「
永
代
使
用
料
」と「
管
理
料
」

を
負
担

永
代
使
用
料
…
36
万
円
〜
58
万
８
、
０

０
０
円（
墓
地
に
よ
り
使
用
料
が
違

い
ま
す
）

管
理
料
…
芝
生
墓
地
は
１
年
度
分
５
、

８
８
０
円
。
６
年
度
分
前
納
は
２
万

９
、
４
０
０
円
。
普
通
墓
地
は
１
年

度
分
５
、
０
４
０
円
。
６
年
度
分
前

納
は
２
万
５
、
２
０
０
円
。（
単
年
ま

た
は
６
年
度
分
前
納
を
選
択
）

５
月
19
日（
月
）〜
25
日（
日
）は
、「
春

季
行
政
相
談
強
調
週
間
」
で
す
。

こ
れ
は
、
行
政
相
談
制
度
を
、
み
な

さ
ん
に
広
く
知
っ
て
も
ら
い
利
用
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
全
国
的
に
行
わ
れ
る

も
の
で
す
。

市
で
は
、
こ
の
週
間
に
ち
な
み
、
次

の
と
お
り
「
行
政
相
談
」
を
行
い
ま
す
。

相
談
に
は
総
務
大
臣
か
ら
行
政
相
談

委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
、
須
堯

す
ぎ
ょ
う

誠
子

さ
ん（
郷
部
）と
篠
原
孝
男
さ
ん（
北
羽

鳥
）が
応
じ
ま
す
。

年
金
、
医
療
保
険
、
郵
便
な
ど
国
の

行
政
や
Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
特
殊
法
人
の
仕
事

に
つ
い
て
要
望
や
意
見
を
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
人
権
擁
護
委
員

に
よ
る
人
権
相
談
も
開
催
し
て
い
ま

す
。相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ

ま
す
。

●
期
日
＝
５
月
19
日（
月
）

●
時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
会
場
＝
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

ま
た
、
総
務
省
千
葉
行
政
評
価
事
務

※
く
わ
し
く
は
市
民
相
談
所
（
1
20

‐
１
５
０
７
）
へ
。

所
行
政
相
談
課（
千
葉
市
中
央
区
中
央

港
１
‐
11
‐
３
・
行
政
相
談
苦
情
１
１

０
番
1
０
４
３
‐
２
４
４
‐
１
１
０

０
）
で
も
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

毎
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま

で
行
政
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
４
３
‐
２
４
６
‐
９
８
２

９
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ア
ド
レ
スhttp://w

w
w
.soum

u.go
.jp/kansatu/tizu.htm

）で
も
常
時
行

政
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

墓園として都市計画決定されているいずみ聖地公園は、整備さ
れている3,235基のうち3,217基が利用済みです。
今後の人口増加などに伴う墓地需要への対応や良好な墓地公園
の整備のため、この聖地公園の区域面積を拡大し、新たに2,500基
の墓地や公園空間を整備しようと、都市計画を変更することにな
りました。
この計画を策定するために市で作成した原案をもとに県が素案
のとりまとめを行いました。
今後、みなさんからの意見を聞きながら、この都市計画案を作
成していくため、次のとおり素案を縦覧するとともに公聴会を開
催します。
【素案の縦覧】
期間＝5月6日（火）～20日（火）（土・日曜日を除く）
時間＝午前9時～午後５時
場所＝環境計画課（市役所2階）および県公園緑地課
【公聴会の開催】
日時＝6月8日（日）午後2時から
場所＝市役所６階大会議室
公述人の資格＝成田市に住所がある人（法人を含む）
公述の申し出の方法＝公述を希望する人は、知事あての申出書に
住所・氏名・年齢などを記載し、述べようとする意見の要旨を
添えて、環境計画課（〒286-8585花崎町760）に提出してくださ
い。公述申出書の様式は、同課にあります。
公述申出書の提出期間＝5月6日（火）～20日（火）（郵送の場合は
提出期間の最終日の消印のあるものまで有効）
なお、公述人がいない場合は、公聴会を中止します。

※公聴会についてくわしくは環境計画課（120-1533）または県公
園緑地課（1043-223-3928）へ。なお、公聴会当日の問い合わせ
は成田市役所（122-1111）へ。

成田都市計画墓園の変更
素案の縦覧と公聴会を開催



意
見
＝
各
学
校
と
も
教
育
計
画
の
中
で

教
育
目
標
、
経
営
の
基
本
方
針
が
明

確
に
確
立
さ
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
た
運

営
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら

は
、
教
育
も
費
用
対
効
果
の
面
で
配

慮
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
教
育
設
備
の
整
備
、
英
語
教
育

の
充
実
な
ど
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の

で
、
有
効
に
活
用
し
、
効
果
を
上
げ

ら
れ
る
よ
う
望
む
。

ま
た
、
平
成
14
年
度
か
ら
学
校
週

５
日
制
が
導
入
さ
れ
、
保
護
者
か
ら

不
安
の
声
も
聞
か
れ
る
と
こ
ろ
な
の

で
、
学
力
の
向
上
、
部
活
動
な
ど
の

活
発
化
は
も
ち
ろ
ん
、
各
校
の
立
地

特
性
を
生
か
し
、
保
護
者
を
は
じ
め

地
区
住
民
の
協
力
を
得
て
児
童
生
徒

の
人
格
形
成
を
含
め
た
幅
広
い
教
育

効
果
の
向
上
を
期
待
す
る

期
日
＝
平
成
15
年
１
月
31
日

場
所
＝
監
査
委
員
事
務
局
お
よ
び
工
事

施
工
現
場

対
象
＝
成
田
市
簡
易
マ
ザ
ー
ズ
ホ
ー
ム

建
築
・
電
気
・
機
械
設
備
工
事

方
法
＝
工
事
技
術
に
関
す
る
専
門
的
技

術
を
必
要
と
す
る
た
め
、（
社
）日
本

技
術
士
会
に
工
事
技
術
調
査
業
務
を

委
託
し
、
関
係
書
類
の
調
査
お
よ
び

工
事
現
場
の
調
査
を
実
施

【
工
事
監
査
】

May.●12

議
事
要
旨
を
公
開
し
ま
す

手
賀
沼
・
印
旛
沼
・
根
木
名
川
圏
流
域
懇
談
会

適
正
な
財
務
運
営
の
た
め
に

監
査
結
果
を
公
表

i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

◆

暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

※
く
わ
し
く
は
監
査
委
員
事
務
局

（
1
20
‐
１
５
７
２
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
県
都
市
河
川
課（
1
０

４
３
‐
２
２
３
‐
３
１
５
６
）へ
。

平
成
14
年
度
に
実
施
し
た
監
査
結
果
の
概
要
を
、
地
方
自
治
法
第
１
９
９

条
第
９
項
に
基
づ
き
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
15
年
３
月
31
日

成
田
市
監
査
委
員
　
藤

毅

同
　
　
　
　
山

昭
男

期
間
＝
平
成
14
年
10
月
31
日
〜
12
月
３

日
・
平
成
15
年
２
月
５
日

場
所
＝
監
査
委
員
事
務
局

対
象
＝
市
長
公
室
、
総
務
部
、
空
港
対

策
部
、
市
民
部
、
環
境
部
、
保
健
福

祉
部
、
経
済
部
、
土
木
部
、
都
市
部
、

水
道
部
、
教
育
総
務
部
、
生
涯
学
習

部
、
会
計
課
、
議
会
事
務
局
、
監
査

委
員
事
務
局
、
農
業
委
員
会
事
務
局
、

消
防
本
部

方
法
＝
提
出
さ
れ
た
資
料
な
ど
の
調
査

と
と
も
に
、
関
係
者
か
ら
説
明
を
受

け
実
施

結
果
＝
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た

期
日
＝
平
成
14
年
５
月
17
日
・
23
日
・

24
日
、
10
月
９
日
・
10
日

【
学
校
監
査
】

【
定
期
監
査
】

場
所
＝
各
学
校

対
象
＝
市
立
東
、
遠
山
、
豊
住
、
三
里

塚
、
本
城
、
中
台
、
加
良
部
、
新
山
、

向
台
、
橋
賀
台
の
各
小
学
校
お
よ
び

遠
山
、
豊
住
、
中
台
、
吾
妻
の
各
中

学
校

方
法
＝
諸
帳
簿
類
を
調
査
す
る
と
と
も

に
関
係
者
か
ら
説
明
を
受
け
実
施
、

ま
た
施
設
の
状
況
を
視
察

結
果
＝
お
お
む
ね
適
正
に
処
理
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た

地域の特性を生かした教育を

結
果
＝
計
画
、
設
計
、
積
算
、
入
札
お

よ
び
契
約
、
施
工
管
理
な
ら
び
に
施

工
の
分
野
に
わ
た
る
書
類
審
査
、
現

地
実
査
は
お
お
む
ね
妥
当
と
認
め
ら

れ
た

意
見
＝
建
築
物
は
一
般
の
製
造
物
と
比

べ
大
規
模
で
あ
り
、
現
地
生
産
で
長

い
期
間
を
か
け
て
造
り
上
げ
ら
れ
る

も
の
な
の
で
、
工
事
中
の
資
材
や
機

材
、
機
器
な
ど
の
受
け
入
れ
を
含
め
、

検
収
・
検
査
な
ど
、
品
質
管
理
が
重

要
で
あ
る
の
で
十
分
な
配
慮
が
必
要

で
あ
る

期
日
＝
平
成
15
年
２
月
４
日

場
所
＝
監
査
委
員
事
務
局

【
財
政
援
助
団
体
監
査
】

対
象
＝（
財
）成
田
市
教
育
文
化
振
興
財

団
に
委
託
の
成
田
国
際
文
化
会
館
管

理
お
よ
び
同
財
団
が
実
施
す
る
青
少

年
交
流
体
験
事
業
に
対
す
る
補
助
金

に
係
る
事
務
の
執
行

方
法
＝
提
出
さ
れ
た
出
納
関
係
帳
票
な

ど
の
関
係
書
類
を
調
査
す
る
と
と
も

に
、
関
係
者
か
ら
説
明
を
受
け
実
施

結
果
＝
お
お
む
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た

地
域
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
反
映
し

た
河
川
整
備
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、

「
第
３
回
手
賀
沼
・
印
旛
沼
・
根
木
名

川
圏
流
域
懇
談
会
」
の
根
木
名
川
部
会

が
３
月
25
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
資
料
と
議
事
要
旨
を
次
の
と
お
り
公

開
し
ま
す
。

期
間
＝
５
月
１
日（
木
）〜
30
日（
金
）

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
所
＝
県
都
市
河
川
課
、
成
田
土
木
事

務
所
、
市
土
木
課（
市
役
所
５
階
）

保健福祉館に隣接する簡易マザーズホーム
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相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先
市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談所120-1507

市民生活相談（家事・民事）
月・木曜日

09：00～16：00 〃 〃（5日は祝日のため6日に振り替え）
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃（裁判所で係争中の事件は除く）
人権・行政合同相談 19日（月） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃
不動産相談 20日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 20日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

8日（木）・22日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 17日（土） 13：00～16：00 中央公民館会議室
市民よろず相談事務局
作田義美さん（123-3286）

女性就業相談（来所前に要電話）
水・金曜日

10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724（2日・21日は休み）
高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

8日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（住宅の電気に関する相談も含む） 6日（火）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 6日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 市民生活課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 1日（木）・15日（木） 09：00～12：00 〃 〃

介護相談 8日（木） 14：00～16：00
在宅介護支援センター玲光苑

高齢者福祉課120-1537124-2251
家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 26日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 厚生課120-1536
健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階） 教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234（ニュータウンセンタービル6階）

昨日、訪問販売で「今なら洗
剤とビール券をあげる」と言

われて新聞の購読契約をしました
が、家族に反対されました。クーリ
ングオフできるでしょうか。

新聞の訪問販売は、「特定商
取引に関する法律」で規制さ

れています。契約内容を明らかにす
る書面を受け取ってから8日以内で
あれば、ハガキでクーリングオフ通
知をして無条件で契約を解除するこ
とができます。
しかし、クーリングオフ期間を過
ぎた場合には、原則として一方的な

Q

A

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

契約の解除はできず、新聞販売店と
話し合うことになります。
また、新聞勧誘の現状としては、
数カ月分の購読料を無料にすると
か、商品券などをサービスするとい
って何年も先の契約を誘うことも多
いようです。
こうした状況に対応するため公正
取引委員会と新聞業界では、これら
のサービスを景品と考えて、上限金
額を『6カ月分の新聞購読料の8％』
と決めています。
購読契約のトラブルを避けるに
は、数カ月も先の契約は断ること
や、内容をよく確認して契約書面を
保管しておくことが大切です。ま

た、購読期間を定めないなど、特別
の約束が条件になるときには、その
内容を書面に記載してもらい、販売
店へも確認しておくことが重要で
す。

【新聞販売に関する相談機関】
新聞公正取引協議会　千葉県新聞販
売管理事務所（1043-224-8841）


